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苓

北

町

れ
い

ほ
く

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

二 
 

町
名
の
由
来

　

昭
和
の
合
併
時
、
三
か
町
村
の
住
民
か
ら
新
町
名
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
七
二
〇
件
が
集
ま
っ

た
。
こ
れ
を
合
併
協
議
会
に
お
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
天
草
を
別
名
「
苓
州
」
と
呼
ん

で
お
り
、
こ
の
地
区
が
苓
州
の
西
北
部
に
位
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
満
場
一
致
で
「
苓
北
町
」

 
 

天
草
下
島
の
西
北
端
に
位
置
す
る
、
人
口
八
、
三
一
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約

六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
町
で
あ
る
。
周
囲
は
天
草
市
に
囲
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、
西

は
渺
茫
た
る
天
草
灘
に
臨
み
、
北
は
千
々
石
灘
を
隔
て
て
島
原
半
島
と
相
対
し
、
雲
仙
の
霊
峰

を
仰
い
で
い
る
。
ま
た
、
北
か
ら
南
に
向
っ
て
花
立
峠
、
矢
筈
岳
（
四
七
六
メ
ー
ト
ル
）、
桂
岳

（
五
一
八
メ
ー
ト
ル
）
、
天
竺
（
五
三
八
メ
ー
ト
ル
）及
び
猿
越
道
な
ど
を
連
ね
て
山
地
が
走
り
、

こ
れ
ら
が
隣
市
と
の
境
を
な
し
て
い
る
。
西
北
端
に
は
富
岡
半
島
が
あ
り
、
こ
れ
は
陸
繋
島
と

し
て
知
ら
れ
、
天
然
の
富
岡
港
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
岸
線
の
延
長
は
、
実
に
三
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
で
い
る
。

 
 

産
業
は
農
業
、
漁
業
が
中
心
で
あ
る
が
、
良
質
の
陶
石
を
産
す
る
た
め
、
鉱
業
就
業
者
も
多

い
。
ま
た
、
平
成
七
年
か
ら
苓
北
火
力
発
電
所
が
運
用
を
開
始
し
、
平
成
一
六
年
に
は
同
発
電

所
二
号
機
の
運
用
も
開
始
さ
れ
て
い
る
。
出
力
は
一
四
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
、
熊
本
県
の
電
力

需
要
の
約
三
分
の
二
を
ま
か
な
う
大
容
量
火
力
発
電
所
で
あ
る
。

 
 

交
通
機
関
と
し
て
は
、
富
岡―

本
渡
間
、
富
岡―

高
浜
間
に
定
期
バ
ス
が
運
行
さ
れ
、
ま
た
、

海
上
交
通
は
、
富
岡―

長
崎
県
茂
木
間
に
定
期
航
路
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
利
用
客
減
な
ど
に

よ
り
、
こ
の
航
路
の
維
持
が
懸
案
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
寺
沢
志
摩
守
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
天
領
時

代
は
天
草
統
治
の
代
官
所
と
な
っ
て
い
た
「
富
岡
城
趾
」
、
島
原
の
乱
の
殉
教
者
の
首
級
三
、
三

三
三
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
国
指
定
史
跡
「
富
岡
吉
利
支
丹
供
養
碑
千
人
塚
」
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
志
岐
城
周
辺
は
運
動
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
温
泉
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
併
設
さ
れ

て
い
る
。

 
 

行
事
と
し
て
は
、
陶
芸
ま
つ
り
や
町
民
総
出
の
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
る
「
苓
北
じ
ゃ
っ
と
祭
」

な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
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を
選
定
し
た
。

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

 
 

天
草
地
域
で
は
、
平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
を
策
定
す
る
以
前
か
ら
、

先
駆
的
な
検
討
が
な
さ
れ
、
県
に
よ
る
合
併
パ
タ
ー
ン
は
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

 
 

苓
北
町
は
、
平
成
一
三
年
四
月
、
本
渡
市
、
牛
深
市
、
有
明
町
、
御
所
浦
町
、
倉
岳
町
、
栖

本
町
、
新
和
町
、
五
和
町
、
天
草
町
及
び
河
浦
町
に
よ
る
二
市
九
町
で
の
任
意
協
議
会
に
参
加
、

翌
年
四
月
設
置
の
法
定
協
議
会
に
も
参
加
し
た
。
こ
の
中
で
、
苓
北
町
か
ら
他
の
市
町
に
対
し

て
、
町
内
に
あ
る
火
力
発
電
所
に
関
連
す
る
固
定
資
産
税
の
一
部
相
当
額
な
ど
、
固
有
の
財
源

を
合
併
後
も
確
保
で
き
る
よ
う
求
め
る
要
望
が
な
さ
れ
た
が
、
二
市
八
町
は
、
火
電
立
地
に
伴

い
地
域
が
大
変
な
苦
労
を
し
た
事
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
へ
の
懸
念
は
理
解
出
来
る
が
、
要

望
は
対
等
合
併
の
理
念
な
ど
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
苓
北
町
執
行
部

や
議
会
は
合
併
協
議
会
か
ら
の
離
脱
の
方
針
を
強
め
、
住
民
か
ら
も
反
対
意
見
が
さ
ほ
ど
聞
か

れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
四
年
七
月
、
町
は
法
定
協
議
会
か
ら
の
離
脱
を
決
め
た
。
そ

れ
以
降
は
、
苓
北
町
に
お
い
て
は
合
併
特
例
法
期
限
内
の
合
併
を
志
向
す
る
動
き
は
特
に
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
（
第
二
編
「
天
草
地
域
」
参
照
）

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

坂
瀬
川
村

（
二
） 

 

志
岐
村

 
 

菊
池
氏
の
一
族
で
あ
る
藤
原
左
衛
門
之
尉
光
弘
が
、
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
志
岐
六
ケ

浦
の
地
頭
職
に
補
せ
ら
れ
て
志
岐
氏
と
称
し
て
以
来
、
代
々
志
岐
氏
が
統
治
し
た
。
戦
国
末

に
は
志
岐
麟
泉
が
出
て
歩
名
を
挙
げ
、
永
禄
、
慶
長
年
間
の
キ
リ
シ
タ
ン
隆
盛
時
代
を
経
て
、

寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
天
草
は
天
領
と
な
り
、
富
岡
代
官
所
治
下
の
大
庄
屋
平
井
氏
の

 
 

旧
藩
時
代
は
天
領
で
、
富
岡
代
官
所
治
下
の
大
庄
屋
平
井
氏
が
総
轄
す
る
志
岐
組
四
か
村

（
内
田
、
志
岐
、
上
津
深
江
、
坂
瀬
川
）
の
一
村
と
し
て
庄
屋
岡
部
氏
が
村
政
を
と
っ
て
い

た
。

 
 

明
治
維
新
後
、
長
崎
裁
判
所
、
長
崎
府
つ
い
で
長
崎
県
の
管
轄
と
な
り
、
そ
の
後
富
岡
県
、

白
川
県
の
所
属
と
な
っ
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
二
江
、

上
津
深
江
と
と
も
に
第
一
六
大
区
第
四
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
施

行
の
際
に
は
、
単
独
で
戸
長
役
場
が
設
け
ら
れ
た
が
、
一
七
年
に
は
、
上
津
深
江
村
と
行
政

区
域
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
、
上
津
深
江
村
と

分
離
さ
れ
、
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。

坂
瀬
川
村

志

岐

村

富

岡

町

都
呂
々
村

苓

北

町

苓

北

町

（
昭
三
〇
・
一
・
一
新
設
）

（
昭
三
一
・
九
・
三
〇
編
入
）

坂

瀬

川

村

志

岐

村

上
津
深
江
村

白

木

尾

村

内

田

村

年

柄

村

富

岡

村

都

呂
々

村

志

岐

村

志

岐

村

富

岡

町

富

岡

町

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
町
制
施
行
）

都

呂

々

村

坂

瀬

川

村

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時



 －3－

総
轄
す
る
志
岐
組
に
属
し
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
志
岐
、

白
木
尾
、
内
田
、
年
柄
の
各
村
は
第
一
六
大
区
第
五
小
区
に
、
上
津
深
江
村
は
第
四
小
区
に

編
入
さ
れ
、
第
五
小
区
の
戸
長
役
場
は
富
岡
に
設
け
ら
れ
た
。
九
年
、
志
岐
村
、
白
木
尾
村
、

内
田
村
、
年
柄
村
は
富
岡
村
と
は
別
に
志
岐
村
に
戸
長
役
場
を
置
い
た
が
、
一
二
年
の
郡
区

町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
志
岐
、
白
木
尾
、
内
田
は
三
か
村
で
、
年
柄
村
は
都
呂
々
村

と
と
も
に
、
上
津
深
江
村
は
単
独
で
一
行
政
区
域
と
し
て
、
一
戸
長
役
場
の
区
域
に
入
っ
た
。

 

二
二
年
、
町
村
制
施
行
に
伴
な
い
年
柄
村
を
含
む
四
か
村
と
上
津
深
江
村
が
合
併
し
て
、

志
岐
村
と
な
っ
た
。 

（
三
） 

富
岡
町 

慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）、
天
草
は
肥
前
唐
津
の
城
主
寺
沢
志
摩
守
の
領
地
と
な
り
、
翌
年
、

要
害
堅
固
な
富
岡
城
が
築
か
れ
た
。
も
と
も
と
こ
の
地
は
、
袋
の
浦
と
称
し
て
い
た
が
、
こ

の
時
か
ら
富
岡
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
閑
散
な
漁
業
部
落
は
天
草
統
治
の
中
心
地
と
な
っ
た
。

寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
天
領
と
な
り
、
富
岡
に
代
官
所
が
置
か
れ
て
天
草
を
統
治
し
た

が
、
二
代
代
官
鈴
木
伊
兵
衛
重
辰
の
あ
と
、
一
時
戸
田
伊
賀
守
忠
昌
の
領
地
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
伊
賀
守
が
転
封
に
な
っ
た
時
、
天
草
は
永
久
に
天
領
と
な
る
べ
き
地
で
あ
る
と
建
議

し
て
富
岡
城
を
と
り
こ
わ
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
天
領
時
代
は
当
地
に
代
官
所
が
置
か
れ
、
荒
木
氏
が
代
々
庄
屋
と
し
て
村

政
に
あ
た
っ
た
。
明
治
維
新
後
、
一
時
長
崎
県
の
管
轄
と
な
っ
た
が
、
同
四
年
（
一
八
七
一
）

八
代
県
に
代
わ
り
、
の
ち
八
代
県
は
白
川
県
に
合
併
さ
れ
た
。
同
七
年
の
大
小
区
制
の
も
と

で
は
志
岐
、
都
呂
々
な
ど
の
各
村
と
と
も
に
第
一
六
大
区
第
五
小
区
に
編
入
さ
れ
た
が
、
一

二
年
の
郡
区
町
村
制
法
施
行
に
伴
な
い
独
立
し
、
二
二
年
四
月
一
日
、
町
村
制
施
行
に
よ
り

町
制
を
布
き
富
岡
町
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

都
呂
々
村 

旧
藩
時
代
は
天
領
で
、
富
岡
代
官
所
治
下
の
大
江
組
（
大
江
、
高
浜
、
小
田
床
、
下
津
深

江
、
福
連
木
、
都
呂
々
、
崎
津
、
今
富
）
の
一
村
と
し
て
酒
井
氏
が
庄
屋
と
し
て
村
政
を
と

っ
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
富
岡
、
志
岐
な
ど
の
各
村

と
と
も
に
第
一
六
大
区
第
五
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
、

年
柄
村
と
と
も
に
同
一
戸
長
役
場
の
区
域
に
入
っ
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
な
い

年
柄
村
は
志
岐
村
な
ど
と
合
併
し
、
本
村
は
独
立
村
と
な
っ
た
。 
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町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

（
一
） 

富
岡
町
ほ
か
二
か
村
合
併 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
し
ば
ら
く
は
各
町
村
と
も
郡
内
外
の
状
況
を
見
て
い
た
が
、
昭

和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
九
月
二
七
日
、
県
職
員
出
席
の
も
と
に
、
富
岡
町
ほ
か
三
か
村
の

町
村
長
お
よ
び
議
長
が
志
岐
村
役
場
に
集
ま
り
、
県
か
ら
合
併
に
つ
い
て
の
趣
旨
説
明
が
あ

り
四
か
町
村
合
併
に
つ
い
て
協
議
し
た
。 

一
〇
月
二
〇
日
、
県
職
員
を
は
じ
め
関
係
四
か
村
の
各
種
団
体
の
長
、
有
識
者
な
ど
多
数

が
出
席
し
て
、
第
二
回
懇
談
会
を
開
催
し
て
合
併
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ

の
後
一
一
月
に
、
坂
瀬
川
、
志
岐
、
富
岡
、
都
呂
々
の
四
か
町
村
を
合
併
す
る
県
の
合
併
試

案
が
発
表
さ
れ
た
。 

翌
年
二
月
二
〇
日
、
県
は
関
係
四
か
町
村
長
、
助
役
お
よ
び
正
副
議
長
の
出
席
を
求
め
て

協
議
会
を
開
き
、
重
ね
て
合
併
勧
奨
を
行
な
っ
た
の
で
、
関
係
四
か
町
村
は
、
合
併
に
踏
み

切
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
が
、
都
呂
々
村
の
村
内
情
勢
が
決
ま
ら
な
い
た
め
、
本
格
的
な

合
併
活
動
は
延
々
と
な
っ
た
。 

そ
の
後
、
関
係
町
村
で
は
、
合
併
を
い
つ
ま
で
も
引
延
ば
さ
せ
る
こ
と
は
、
他
町
村
へ
の

影
響
も
あ
る
と
考
え
、
ま
た
、
県
か
ら
も
再
三
合
併
指
導
が
あ
っ
た
の
で
、
合
併
ヘ
一
歩
前

進
さ
せ
る
た
め
、
合
併
促
進
委
員
会
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
七
月
一
五
日
、
富
岡
町
役

場
に
関
係
四
か
町
村
長
、
助
役
お
よ
び
正
副
議
長
が
集
ま
り
、
県
係
員
を
招
い
て
協
議
し
、

次
の
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。 

（
一
） 

都
呂
々
村
の
村
内
情
勢
が
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
一
応
七
月
中
に
都
呂
々

村
の
態
度
を
決
め
て
も
ら
う
。
た
だ
し
、
都
呂
々
村
の
態
度
が
な
お
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、

一
応
三
か
町
村
で
合
併
の
手
続
き
を
行
な
う
。 

（
二
） 

そ
の
間
に
お
い
て
都
呂
々
村
の
態
度
が
決
ま
れ
ば
、
い
つ
で
も
四
か
町
村
で
話
し

合
う
。 

（
三
） 

八
月
一
日
、
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
す
る
。 

こ
の
申
し
合
わ
せ
に
基
づ
い
て
八
月
一
日
、
初
の
合
併
促
進
協
議
会
を
開
い
た
と
こ
ろ
、

坂
瀬
川
村
、
志
岐
村
、
富
岡
町
の
三
か
町
村
は
、
委
員
全
員
が
出
席
し
た
が
、
都
呂
々
村
の

委
員
は
出
席
し
な
か
っ
た
の
で
、
一
応
都
呂
々
村
を
除
く
富
岡
町
ほ
か
二
か
村
で
合
併
す
る

こ
と
を
確
認
し
、
合
併
促
進
協
議
会
を
発
足
さ
せ
た
。 

次
い
で
、
八
月
一
七
日
に
第
二
回
協
議
会
を
開
き
、
協
議
会
予
算
、
大
矢
野
町
視
察
、
都
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呂
々
村
の
そ
の
後
の
動
向
に
対
す
る
対
策
な
ど
を
協
議
し
た
。 

こ
の
申
し
合
わ
せ
に
基
づ
き
、
九
月
一
〇
日
と
一
一
日
に
先
進
地
で
あ
る
天
草
郡
大
矢
野

町
を
視
察
し
た
あ
と
、
同
月
二
二
日
、
第
三
回
協
議
会
を
開
き
、
大
矢
野
町
視
察
の
反
省
と
、

町
村
合
併
条
件
の
協
定
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。 

そ
の
後
、
一
〇
月
一
日
と
二
一
日
に
、
第
四
回
、
第
五
回
の
協
議
会
を
開
い
て
、
町
村
合

併
条
件
の
協
定
や
、
新
町
村
の
建
設
計
画
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、
な
お
、
結
論
が
で

な
か
っ
た
た
め
、
同
月
三
〇
日
の
第
六
回
か
ら
一
一
月
二
四
日
の
第
九
回
ま
で
、
四
回
の
協

議
会
を
開
い
て
審
議
し
た
結
果
、
一
応
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
二
月
一
日
に
は

第
一
〇
回
協
議
会
を
開
き
、
都
呂
々
村
の
状
況
報
告
と
、
町
名
な
ど
を
審
議
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
前
後
一
〇
回
に
わ
た
る
合
併
促
進
協
議
会
の
審
議
を
経
て
、
よ
う
や
く
最

終
段
階
に
入
り
、
一
二
月
二
五
日
、
第
一
一
回
協
議
会
を
開
い
て
最
終
的
な
問
題
を
協
議
し

た
。
な
お
、
合
併
条
件
の
中
で
特
に
審
議
が
難
航
し
た
事
項
は
、
役
場
位
置
（
志
岐
村
、
富

岡
町
、
志
岐
村
地
内
の
富
岡
町
寄
り
の
ど
こ
に
置
く
か
。
）
と
町
名
（
新
町
名
を
つ
け
る
か
、

富
岡
町
を
継
承
す
る
か
。
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
、
関
係
三
か
町
村
は
、
一
二
月
四
日
、
臨
時
議
会
を
招
集
し
て
、
合
併
関
係
議

案
を
そ
れ
ぞ
れ
議
決
し
、
同
日
づ
け
を
も
っ
て
合
併
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
三
〇
年
一
月
一
日
、
三
か
町
村
が
合
併
し
て
苓
北
町
が
誕

生
し
た
。 

（
二
） 

都
呂
々
村
の
編
入 

前
記
の
と
お
り
、
県
の
合
併
試
案
が
発
表
さ
れ
る
と
、
富
岡
、
志
岐
、
坂
瀬
川
の
三
か
町

村
で
は
、
早
速
、
合
併
に
踏
み
切
っ
た
が
、
都
呂
々
村
は
、
村
内
が
県
試
案
に
従
う
か
、
あ

る
い
は
下
田
村
、
福
連
木
村
と
の
三
か
村
合
併
に
す
る
か
の
両
論
に
分
か
れ
、
し
か
も
、
そ

の
勢
力
が
伯
仲
し
て
い
た
た
め
、
な
か
な
か
村
と
し
て
の
態
度
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
二
七
日
、
村
議
会
に
お
い
て
、
町
村
合
併
を
研

究
す
る
た
め
、
村
長
、
村
議
会
議
員
、
学
識
経
験
者
な
ど
二
五
人
の
委
員
か
ら
な
る
都
呂
々

村
合
併
研
究
委
員
会
を
設
置
し
、
鹿
児
島
、
島
原
方
面
の
先
進
地
視
察
を
行
な
う
と
と
も
に
、

部
落
ご
と
に
村
民
の
意
向
を
問
う
た
が
、
研
究
委
員
会
の
指
導
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な
い
た

め
結
論
が
出
ず
、
村
内
は
か
え
っ
て
混
乱
に
陥
っ
た
。 

こ
の
間
、
青
年
層
を
中
心
と
し
て
、
富
岡
、
志
岐
、
坂
瀬
川
三
か
町
村
と
の
合
併
を
希
望

す
る
空
気
が
高
ま
っ
て
き
た
た
め
、
二
九
年
八
月
三
日
、
村
当
局
は
つ
い
に
住
民
投
票
に
よ

り
、
富
岡
地
区
と
下
田
地
区
の
い
ず
れ
に
合
併
を
希
望
す
る
か
を
問
う
た
。
そ
の
結
果
は
、

投
票
総
数
一
、
一
九
一
票
（
投
票
率
七
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
富
岡
地
区
と
の
合
併
賛
成

六
六
〇
票
、
下
田
地
区
と
の
合
併
賛
成
五
三
一
票
と
な
り
、
富
岡
地
区
賛
成
が
多
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
村
長
は
村
内
混
乱
の
責
任
を
と
っ
て
八
月
七
日
議
長
あ
て
辞
表
を
提
出
し
た
た

め
、
議
会
は
、
同
二
一
日
、
会
議
を
開
い
て
協
議
し
た
結
果
、
村
長
の
辞
職
を
慰
留
す
る
こ

と
に
な
り
、
村
長
に
こ
の
旨
を
伝
え
て
慰
留
に
努
め
た
と
こ
ろ
、
村
長
は
辞
表
を
撤
回
し
任

期
中
努
力
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
、
下
田
村
、
福
連
木
村
と
の
合
併
賛
成
派
は
、
単
独
村
希
望
に
変
わ
り
、

村
内
は
単
独
村
派
対
富
岡
地
区
合
併
派
と
の
二
派
に
分
か
れ
て
対
立
し
た
。
そ
の
た
め
、
一

二
月
二
日
の
村
議
会
に
お
い
て
、
単
独
村
か
富
岡
地
区
と
合
併
す
る
か
を
投
票
し
た
と
こ
ろ
、

単
独
村
賛
成
七
票
、
富
岡
地
区
と
の
合
併
賛
成
五
票
で
、
単
独
村
で
い
く
こ
と
に
決
ま
っ
た

が
、
こ
の
決
定
に
不
満
を
持
っ
た
青
年
代
表
か
ら
村
長
リ
コ
ー
ル
運
動
が
起
こ
り
、
一
二
月

一
四
日
、
代
表
者
八
人
に
よ
り
村
長
解
職
請
求
書
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
署
名
は
法
定
数

に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
。 

一
方
、
富
岡
地
区
の
三
か
町
村
は
、
三
〇
年
一
月
一
日
、
都
呂
々
村
を
除
い
て
合
併
し
、

苓
北
町
と
し
て
発
足
し
た
の
で
、
都
呂
々
村
に
お
け
る
町
村
合
併
の
動
き
は
お
さ
ま
っ
た
か

に
み
え
た
が
、
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
、
下
田
村
長
か
ら
下
田
、
福
連
木
、
都
呂
々
の
三
か

村
合
併
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
で
、
翌
三
一
年
一
月
一
五
日
従
来
の
町
村
合
併
研
究
委
員
会

を
廃
止
し
て
町
村
合
併
協
議
会
を
設
置
し
た
。
そ
こ
で
二
月
四
日
を
第
一
回
と
し
て
、
三
月

二
日
の
会
議
ま
で
五
回
に
わ
た
り
協
議
会
を
開
き
、
下
田
村
ほ
か
二
か
村
の
合
併
に
つ
い
て

協
議
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
合
併
気
運
の
醸
成
と
そ
の
促
進
に
努
力
し
た
。 

同
年
四
月
六
日
、
第
六
回
の
町
村
合
併
協
議
会
を
開
い
て
、
福
連
木
村
議
会
の
傍
聴
報
告

を
聞
い
た
あ
と
、
三
か
村
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
投
票
し
た
と
こ
ろ
、
賛
成
三
二
票
、
反
対

三
一
票
、
無
効
三
票
と
い
う
結
果
が
出
、
ま
た
四
月
一
〇
日
の
村
議
会
で
も
三
か
村
合
併
に

つ
い
て
投
票
し
た
と
こ
ろ
、
賛
成
八
票
、
反
対
七
票
で
賛
成
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
四
月

二
七
日
、
下
田
村
ほ
か
二
か
村
の
合
併
助
成
方
を
県
に
要
請
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
四
月
二
四
日
付
を
も
っ
て
、
都
呂
々
村
議
会
の
八
人
の
議
員
の
連
名
に
よ
り
、

四
月
一
〇
日
の
村
議
会
の
賛
否
投
票
は
一
議
員
の
投
票
違
い
で
あ
っ
た
た
め
、
賛
成
七
票
、

反
対
八
票
が
正
し
い
か
ら
三
か
村
案
に
は
絶
対
反
対
し
、
県
試
案
ど
お
り
の
合
併
を
促
進
し

て
ほ
し
い
と
の
声
明
書
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
五
月
四
日
の
村
議
会
で
は
、
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議
長
、
副
議
長
が
辞
意
を
表
明
し
た
が
議
会
の
許
可
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
都
呂
々
村
ほ
か

二
か
村
合
併
促
進
協
議
会
規
約
を
提
案
し
た
が
、
こ
れ
も
議
決
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

同
議
案
を
再
提
案
す
る
た
め
同
月
九
日
、
村
議
会
を
招
集
し
た
。
し
か
し
、
議
長
が
開
会
を

宣
し
な
い
た
め
流
会
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
月
一
六
日
、
あ
ら
た
め
て
村
議
会
を
招
集
し
た

が
、
や
は
り
議
長
が
開
会
を
宣
し
な
い
た
め
再
び
流
会
と
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
態
の
た
め
、
九
月
三
日
に
至
り
、
村
長
が
責
任
を
と
っ
て
辞
表
を
提
出
し

た
の
で
、
議
会
は
こ
れ
を
認
め
、
同
時
に
苓
北
町
と
九
月
三
〇
日
ま
で
に
合
併
す
る
案
が
に

わ
か
に
提
出
さ
れ
、
原
案
の
ま
ま
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
九
月
八
日
、
議

員
全
員
と
助
役
が
苓
北
町
役
場
を
訪
れ
合
併
の
申
し
入
れ
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
苓
北
町
議

会
も
こ
の
合
併
申
し
入
れ
を
受
諾
し
た
た
め
、
早
速
両
町
村
と
も
議
会
を
招
集
し
て
、
苓
北

町
ほ
か
一
か
村
合
併
促
進
協
議
会
設
置
を
可
決
し
、
九
月
一
〇
日
、
第
一
回
の
合
併
促
進
協

議
会
を
開
い
て
合
併
条
件
な
ど
合
併
に
必
要
な
事
項
を
決
定
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
九
月
三
日
以
降
、
村
長
は
不
在
で
あ
っ
た
が
合
併
準
備
は
順
調
に
進
み
、

九
月
二
二
日
、
最
終
の
合
併
促
進
協
議
会
を
開
き
、
合
併
に
関
す
る
最
終
的
事
項
を
協
議
確

認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日
、
都
呂
々
村
は
苓
北
町
に

編
入
合
併
し
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

富
岡
町
ほ
か
二
か
村
の
合
併 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

合
体
合
併
と
す
る
。 

（
二
） 

新
町
名 

 

「
苓
北
町
」
と
す
る
。 

（
三
） 

町
役
場
の
位
置 

 

天
草
郡
志
岐
村
大
字
志
岐
四
四
四
番
地
の
一 

（
四
） 

合
併
実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
一
月
一
日
と
す
る
。 

（
五
） 

出
張
所
の
取
扱
い 

住
民
の
利
便
を
図
る
た
め
次
の
よ
う
に
出
張
所
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

１ 

出
張
所
の
位
置 

ア 

坂
瀬
川
出
張
所 

天
草
郡
坂
瀬
川
村
三
、
七
五
六
番
地 

イ 

富
岡
出
張
所 

 

天
草
郡
富
岡
町
新
富
二
、
九
一
〇
番
地 

２ 

出
張
所
で
行
な
う
事
務 

ア 

戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

ウ 

町
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務 

工 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務 

３ 

出
張
所
職
員
の
定
数 

所
長
各
一
名
、
職
員
各
二
名
、
使
丁
各
一
名
と
す
る
。 

４ 

役
場
の
転
用
方
針 

坂
瀬
川
お
よ
び
富
岡
町
役
場
の
建
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
出
張
所
に
転
用
す
る
も
の

と
す
る
。 

５ 

出
張
所
の
権
限 

職
務
権
限
に
つ
い
て
は
、
別
途
処
務
規
程
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
六
） 

町
議
会
議
員
の
取
扱
い 

１ 

議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

議
員
の
任
期
は
、
地
方
自
治
法
本
来
の
建
前
に
よ
り
合
併
と
同
時
に
退
職
し
、
そ
の

定
数
は
法
定
数
の
二
六
人
と
す
る
。 

２ 

選
挙
区
お
よ
び
定
数 

 

選
挙
区
は
、
こ
れ
を
設
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
七
） 

助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
八
） 

職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

特
別
職
職
員
の
身
分
措
置 

合
併
関
係
町
村
の
特
別
職
の
職
員
は
、
合
併
と
同
時
に
自
然
失
職
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２ 

一
般
職
職
員
の
身
分
措
置 

ア 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
際
現
に
そ
の
職
に
在
る

合
併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
全
員
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分

を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
続
年
数
は
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
間
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
他
の

身
分
取
扱
い
に
関
し
て
は
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

職
員
の
退
職
手
当 

職
員
（
三
役
を
含
む
。）
の
退
職
手
当
は
、
合
併
後
一
か
年
以
内
に
退
職
し
た
者
に
は

国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定
措
置
法
（
昭
和
二
八
年
法
律
第
一
八
二
号
）
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
新
町
に
お
い
て
支
給
す
る
。 

（
九
） 

財
産
の
処
分 

１ 

合
併
関
係
町
村
の
一
切
の
財
産
は
、
こ
れ
を
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
但
し
、

−1272−−1273−
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基
本
財
産
の
う
ち
山
林
原
野
に
つ
い
て
、
坂
瀬
川
村
、
志
岐
村
に
お
い
て
は
町
村
合
併

促
進
法
第
二
三
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
財
産
区
を
設
け
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

合
併
関
係
町
村
の
消
防
分
団
は
、
現
在
の
ま
ま
存
続
し
機
械
化
に
よ
る
整
備
に
伴
な

い
漸
次
統
合
す
る
。

 
 

消
防
分
団
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
手
引
動
力
ポ
ン
プ
分
団
は
三
〇
人
、
そ
の
他
の

分
団
は
五
〇
人
と
す
る
。

 
 

消
防
団
長
お
よ
び
そ
の
他
の
役
職
員
の
選
出
方
法
は
、
消
防
組
織
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

合
併
関
係
町
村
の
教
育
委
員
会
は
統
合
し
、
委
員
の
定
数
は
教
育
委
員
会
法
第
七
条

の
法
定
数
の
五
人
と
す
る
。

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
一
か
年
と
定
め
、
合
併
関
係

町
村
の
教
育
委
員
の
互
選
と
す
る
。

 
 

２ 
 

負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
全
部
新
町
に
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 
消
防
団
の
組
織
統
合

 
 

１ 
 

合
併
関
係
町
村
の
消
防
団
を
一
団
と
し
、
苓
北
町
消
防
団
と
す
る
。

 
 

２３ 
 

消
防
団
の
再
編
成
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

ア

 
 

イ 
 

消
防
分
団
の
建
制
順
は
坂
瀬
川
村
よ
り
呼
称
す
る
。

４ 
 

苓
北
町
役
場
内
に
消
防
本
部
を
置
く
。

５
（
一
一
） 

 

教
育
委
員
会
の
取
扱
い

 
 

１ 
 

委
員
の
定
数

２ 
 

委
員
の
選
出
方
法

 
 

３ 
 

職
員
の
身
分
取
扱
い 

 
 
 

一
般
職
の
職
員
に
準
ず
る
。

（
一
二
） 

 

農
業
委
員
会
の
取
扱
い

 
 

１ 
 

委
員
の
定
数

 
 
 
 
 
 

合
併
関
係
町
村
の
農
業
委
員
会
は
、
こ
れ
を
統
合
し
、
委
員
の
定
数
は
、
農
業
委
員

 
 

会
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
お
よ
び
第
一
二
条
に
よ
り
次
の
通
り
と
す
る
。

 
 
 
 

選
挙
に
よ
る
委
員 

 

一
五
人 

 

選
任
に
よ
る
委
員 

 

五
人 

 

計 
 

二
〇
人

２ 
 

委
員
の
選
任
方
法

 
 

ア 
 

選
挙
に
よ
る
委
員
に
あ
っ
て
は
、町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、

任
期
を
一
か
年
と
定
め
、
合
併
関
係
町
村
の
農
業
委
員
の
互
選
と
す
る
。

 
 

選
任
に
よ
る
委
員
に
あ
っ
て
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
条
の
規

定
に
よ
り
新
町
長
が
選
任
す
る
。

 
 

合
併
関
係
町
村
の
町
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
町

村
合
併
の
前
日
ま
で
に
必
ず
強
制
処
分
を
執
行
の
上
極
力
こ
れ
を
整
理
し
て
新
町
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

当
分
の
間
、
部
落
の
再
編
成
は
行
な
わ
ず
、
区
長
は
こ
れ
を
存
置
し
、
逐
次
統
合
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
の
統
合
を
強
力
に
推
進
す
る
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
当
該
団
体
に
一
任
し
て
自
主
的
な
統
合
を
期
待
す
る
。

 
 

左
の
一
部
事
務
組
合
は
、
合
併
と
同
時
に
解
散
し
、
す
み
や
か
に
新
町
に
吸
収
す
る
も

の
と
す
る
。

イ

 
 

３ 
 

職
員
の
身
分
取
扱
い 

 
 
 

一
般
職
の
職
員
に
準
ず
る
。

（
一
三
） 

 

町
税
の
賦
課
等

 
 

１ 
 

町
税
の
課
税
措
置

 
 
 
 
 
 

合
併
関
係
町
村
の
一
体
性
を
確
保
す
る
上
か
ら
均
一
課
税
と
す
る
。

 
 

２ 
 

町
村
税
の
滞
納
整
理

（
一
四
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
設
置
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
一
五
） 

 

区
長
の
取
扱
い

（
一
六
） 

 

小
中
学
校
の
通
学
区
域 

 
 
 

当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
七
）

（
一
八
） 

 

一
部
事
務
組
合
の
処
置

合

併

前

合

併

後

本

団

分
団
数

団
員
数

本

団

分
団
数

団
員
数

三

一
一

一
一

五
八
六

五
一
九

－

名

称

関

係

町

村

名

苓
北
中
学
校
組
合

手

野

村

坂

瀬

川

村

道
路
組
合

本
渡
市
外　

ヶ
町
村
伝
染
病
院
組
合

23

志
岐
村
、
富
岡
町

坂
瀬
川
村

坂
瀬
川
村
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自
治
功
労
者
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
独
自
の
立
場
で
閉
庁
式
前
に
各
町
村
に
お

い
て
な
す
も
の
と
す
る
。

 
 

出
張
所
の
位
置
は
、
都
呂
々
村
射
場
の
元
八
八
一
番
地
の
三
、
現
都
呂
々
村
役
場
を

あ
て
る
。

 
 

出
張
所
に
お
い
て
、
戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
、
配
給
、
町
税
そ
の
他
の
納
入
お
よ
び

諸
証
明
に
関
す
る
事
務
を
行
な
う
。

 
 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
苓
北
町
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を

三
二
人
と
し
、
都
呂
々
村
に
選
挙
区
を
設
け
、
都
呂
々
村
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き

数
は
六
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
選
挙
区
は
、
一
任
期
間
限
り
と
す
る
。

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
互
選
に
よ
る
委
員
の
定
数
を
五
人
と
し
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
期
間
中
引

き
続
き
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

合
併
当
時
現
に
そ
の
職
に
あ
る
都
呂
々
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て
引
き
続
き

苓
北
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
続
年
数
は
継
承
す
る
。
な

お
、
特
別
職
の
職
員
は
合
併
と
同
時
に
失
職
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

職
員
の
給
与
は
、
町
長
に
お
い
て
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
身
分
取
り
扱
い
に
関
し

て
は
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
。

 
 

職
員
の
退
職
手
当
は
、
合
併
後
一
か
年
以
内
に
退
職
し
た
者
に
は
国
家
公
務
員
等
退

職
手
当
暫
定
措
置
法
（
昭
和
二
八
年
法
律
第
一
八
二
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
算
出

し
た
額
を
苓
北
町
に
お
い
て
支
給
す
る
。

 
 

都
呂
々
村
の
い
っ
さ
い
の
財
産
は
、
こ
れ
を
苓
北
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
基
本
財
産
中
山
林
原
野
に
つ
い
て
は
、
財
産
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 

都
呂
々
村
の
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
前

日
ま
で
に
必
ず
強
制
処
分
を
執
行
の
上
極
力
こ
れ
を
整
理
し
て
苓
北
町
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
す
る
。

（
一
九
） 

 

自
治
功
労
者
の
取
扱
い

（
二
〇
） 

 
行
政
区
画

 
 
 
 

新
し
い
町
お
よ
び
字
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
坂
瀬
川 

 
 
 

坂
瀬
川
村
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
志
岐 

 
 
 
 
 

志
岐
村
大
字
志
岐
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
白
木
尾 

 
 
 

志
岐
村
大
字
白
木
尾
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
内
田 

 
 
 
 
 

志
岐
村
大
字
内
田
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
年
柄 

 
 
 
 
 

志
岐
村
大
字
年
柄
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
上
津
深
江 

 

志
岐
村
大
字
上
津
深
江
の
区
域

 
 
 
 
 
 

苓
北
町
富
岡 

 
 
 
 
 

富
岡
町
の
区
域

（
二
） 

 

都
呂
々
町
の
編
入

 
 

（
一
） 

 

合
併
の
形
式 

 
 
 

編
入
合
併

 
 

（
二
） 

 

役
場
の
位
置 

 
 
 

天
草
郡
苓
北
町
志
岐
四
四
四
番
地
の
一

 
 

（
三
） 

 

合
併
の
時
期 

 
 
 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日

 
 

（
四
） 

 

出
張
所
の
位
置
お
よ
び
事
務

 
 
 
 

都
呂
々
村
に
次
の
と
お
り
出
張
所
を
置
く
。

 
 
 
 

１２

 
 

３ 
 

出
張
所
の
職
員
は
四
人
と
し
、
所
長
一
人
、
吏
員
二
人
、
使
丁
一
人
と
す
る
。

（
五
） 

 

議
会
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数

（
六
） 

 

農
業
委
員
会
の
任
期
お
よ
び
定
数

 
 
 
 

都
呂
々
村
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
で
苓
北
町
の
農
業
委
員
会
の
被
選
挙
権

 
 

（
七
） 

 

職
員
の
身
分
取
扱
い

１２３
（
八
） 

 

財
産
の
処
分

 
 

１

 
 

２ 
 

負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
苓
北
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
九
） 

 

消
防
団
の
組
織
統
合

 
 

１ 
 

都
呂
々
消
防
団
を
苓
北
消
防
団
に
統
合
し
、
都
呂
々
村
に
苓
北
町
都
呂
々
支
団
を
置

 
 

２ 
 

組
織
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 

町
税
の
賦
課
等

 
 

１ 
 

町
税
課
税
措
置 

 
 
 

不
均
一
課
税
は
し
な
い
。

 
 

２ 
 

村
税
の
滞
納
整
理

合

併

前

合

併

後

本

団

分
団
数

団
員
数

本

団

分
団
数

団
員
数

二

一
五

一
五

六
八
〇

六
六
九

－
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公
共
的
団
体
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
強
力
に
推
進
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

当
該
団
体
に
一
任
し
て
自
主
的
な
統
合
を
期
待
す
る
。

（
一
一
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
設
置
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
一
二
） 

 

区
長
の
取
扱
い

 
 
 
 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
し
、
逐
次
統
合
整
備
す
る
。

（
一
三
） 

 
小
中
学
校
の
通
学
区
域

 
 
 
 

当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す
る
。

（
十
四
）

（
一
五
） 

 

行
政
区
画

 
 
 
 

苓
北
町
都
呂
々 

 
 
 

都
呂
々
村
の
区
域

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

（
一
）
富
岡
町
ほ
か
二
か
村
の
合
併

（
二
）
都
呂
々
町
の
編
入

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町
村
名

苓
北
町

都
呂
々
村

平
井

正
弘

山
本

元
治

平
井

忠
久

若
松

一

宮
崎

義
則

山
下

作
雄

錦
戸

保

村
上

栄
吉

―

職
務
代
理
者

　

山
本

元
治

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

三
七
九
、
三
六
三

二
〇
、
八
八
七

三
一
一
、
二
八
四

一
四
七
、
一
九
二二

七
二
、
八
四
三

一
七
、
一
四
八

三
、
六
一
七

一
六
、
七
九
九一二

一
五

五
、
二
四
〇

一
、
三
五
二

三
、
八
八
八

七
、
八
九
三

一
、
九
五
五

五
、
九
三
八

四
四
・
八
三

二
、
六
九
五

一
三
、
一
三
三

七
三
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

五
四
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
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